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カ
ル
ム

ッ
ク
に
お
け
る
ラ
マ
教
受
容
の
歴
史
的
側
面

t土

め

じ

か
つ
て
矢
野
仁
一
博
士
は
、
蒙
古
に
お
け
る
ラ
マ
教
信
仰
盛
行
の

意
義
を
次
の
よ
う
に
許
債
さ
れ
た
。

蒙
古
に
於
て
刺
腕
数
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、

蒙
古
に

於
て
旗
と
云
う
も
の
が
出
来
、
其
の
境
界
が
限
定
せ
ら
る
る
に
至

っ
た
こ
と
と
共
に
、
貨
に
蒙
古
の
歴
史
を
一
援
せ
し
め
た
重
大
な

事
件
と
認
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
蒙
古
の
歴
史
に
於
て
こ
れ
程
重
大

な
事
件
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
蒙
古
の
歴
史
の
一
饗
は
叉
同
時
に

支
那
の
歴
史
の

一
饗
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

」
れ
は
ま

た
支
那
廃
史
上
の
重
大
な
事
件
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
「
蒙

古
に
於
け
る
刺
腕
数
信
仰
の
起
源
」
近
代
蒙
古
史
研
究
所
牧
、
京

都
、
大
正
一
回
。

匂
-
E3

若

松

寛

こ
の
許
債
は
き
わ
め
て
正
鵠
を
射
た
も
の
と
思
う
。
博
士
は
こ
う

蒙
古
に
お
け
る
旗
の
制
定
の
問
題
と
並
ん

し
た
御
考
え
の
下
に
、

で
、
ラ
マ
教
信
仰
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
縦
横
に
論
じ
て
お
ら
れ
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る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
名
論
文
で
あ
り

と
同
時
に
、
き
わ
め
て

ユ
ニ
ー

ク
な
色
彩
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
じ

て
、
博
士
が
も
っ
と
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
蒙
古
に
お
け
る
ラ
マ

教
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
蒙
古
に
お
け

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
右
の
御
論
考
が
あ
り
、
外
蒙
古
の
場
合
に
あ

「
蒙
古
に
於
け
る
刺
腕
数
信
仰
の
起
源
績
き
」
(
。
匂
・
5
4

っ
て
は

ヨ-
N
O
N
-

N
H
匂

)

を
用
意
さ
れ
、
そ
し
て
以
上
の
東
蒙
古
の
場
合
か

ら
さ
ら
に
歩
を
進
め
て
、
西
蒙
古
、
す
な
わ
ち
清
代
に
額
魯
特
部
と

し
て
知
ら
れ
る
カ
ル
ム
ッ

ク
の
場
合
に
つ

い
て
も
、

「
額
魯
特
部
即

ち
カ
ル
マ
ク
の
刺
腕
数
」
(O
匂・

2
4
宅
-
N
N
O
l
N
N
ω
)

の

一
文
を



物
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下

わ
た
し
は
洩
皐
葬
才
の
た
め
、
博

土
の
御
論
考
に
導
か
れ
つ
つ
も
、
論
題
を
カ
ル
ム

γ

ク
の
場
合
、
そ

れ
も
主
と
し
て
責
波
ラ
マ
教
に
改
宗
し
た
時
期
と
そ
の
前
後
の
歴
史

的
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
ず
、
博
士
の
説
か
れ

た
他
の
多
く
の
重
要
な
問
題
の
考
察
は
将
来
に
期
し
た
い
。
た
だ
こ

の
一
文
に
い
さ
さ
か
の
取
る
べ
き
貼
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
博

土
の
嘗
時
に
は
御
買
に
な
れ
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
、

カ
ル
ム
ッ
ク
資
料

を
紹
介
し
た
貼
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

カ
ル
ム
ッ
ク
、
も
し
く
は
カ
ル
マ
ッ
ク
・
即
ち
ド
ゥ
ル
ベ
ン
・
オ

イ
ラ
ト
ロ
α円
σ巾
口
。
1
5仏

(
四
衛
桂
特
)
の
ラ
マ
教
に
つ
い
て
は

す
で
に
矢
野
仁
二
博
士
が
、
立
制
記
の
「
額
魯
特
部
剖
ち
カ
ル
マ
ク
の

刺
蹴
数
」
に
お
い
て
、
カ
ル
ム
ヅ
ク
の
ラ
マ
教
に
蹄
依
し
た
一
七
世

紀
の
初
め
か
ら
、
額
魯
特
部
、
す
な
わ
ち
ズ

l
ン
ガ
ル
〕

3
2同八

回
白
色
白

E
可
(
準
喝
爾
)

王
園
の
滅
亡
に
至
る
聞
の
そ
の
賓
態
を
考
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察
じ
て
お
ら
れ
る
可。
私
は
右
の
矢
野
博
士
の
御
論
考
に
導
か
れ
な
が

ら
、
以
下
、
カ
'ル
ム
ッ
ク
の
ラ
マ
教
受
容
の
歴
史
的
側
面
に
の
み
限

っ
て
、
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

矢
野
博
士
は
、

カ
ル
ム
ッ
ク
の
ラ
マ
敬
に
蹄
依
し
た
の
を
一
七
世

(O-M・

S-w
匂
-
h
w
N
O
〉
。
私
も
結
論
的
に
こ
の

説
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
博
士
の
設
の
根
壌
に
つ
い
て
、
若

紀
の
初
め
と
さ
れ
た

干
補
い
た
い
部
分
も
あ
る
の
で
、
以
下
、
博
士
の
こ
の
読
に
閲
す
る

論
誼
を
引
用
し
、
そ
れ
に
射
す
る
卑
見
を
述
べ
る
形
で
論
を
進
め
て

い
き
た
い
。

や
や
長
き
に
わ
た
る
が
、
博
士
の
論
誼
は
次
の
通
り
で

あ
る
。バ

ッ
デ
レ
イ
は
支
那
事
情
百

E印

rs

と
稽
す
る
露
西

E
の
記

同
)
5
-
b
(同
ハ
・

0
)

録
に
依
り
、
二
ハ
一
六
年
の
ト
ミ
ル
コ
・
ベ
ト
ロ
フ
回
日
時
。
の

カ
ル
マ
ク
紀
行
を
紹
介
し
て
居
る
切
立
居
}
a
w
M
N
E
E
-
P
冨口口問。

-5

。}dzp
〈
o-
・口・
H

由】1
由・司司
ω吋・
ω申・

そ
れ
に
は
彼
が
カ
ル
マ
ク
の
大
台
士
ロ
ボ
ガ
テ
イ
ル

w
o
m丘
町
の
地

。。
Q
d
 

に
於
て
出
曾
っ
た
ア
ル
テ
ィ
ン
汗
及
び
支
那
皇
帝
の
臣
民
の
話
に

彼
等
は
其
の
宗
数
を
以
て
カ
ル
マ
ク
人
を
改
宗
せ
し
め
、

叉
文
字

を
以
て
数
育
し
つ
つ
あ
り
、
ア
ル
テ
ィ
ン
汗
及
び
支
那
皇
帝
は
既

に
多
数
の
カ
ル
マ
ク
人
を
改
宗
せ
し
め
、
牝
馬
の
肉
を
食
ひ
、
牝

馬
の
乳
を
飲
む
を
禁
じ
た
の
で
、
今
や
其
の
大
台
吉
等
は
其
の
妻

と
共
に
最
早
や
牝
馬
の
肉
を
食
ひ
、
牝
馬
の
乳
を
飲
ま
ざ
る
に
至

っ
た
と
云
ふ
様
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
ア
ル
テ
ィ
ン
汗
と
支
那

皇
帝
が
同
一
の
宗
教
を
奉
じ
、
同
一
の
言
語
文
字
を
用
い
て
居
る



94 

此
の
紀
行
の
債
値
は
疑
は
る
る
が
、

パ
ッ
デ

レ
イ
は
此
の
外
に
も
パ
ル

ラ
ス

F
E
E
L
R
Y
B
E
E
5

』

E
VQ
田

口
8
5
2三
r-

日

p
d
h
v
コ野口開
c-z
に
擦
り
し
如
く
、
一
六
三
年
頃
カ
ル
マ

ク
の
諸
君
長
は
刺
腕
教
に
蹄
依
し
、
中
で
も
準
明
爾
部
の
ボ
ガ
テ

イ
レ
図
。
白
山

Z

そ
の
治
ン
A

ク
レ

g
z
r
E
『
土
爾
伯
特
の
ダ

巴

悶

魯

輝

台

士

ロ

ー

ノ

書

庫

爾

ラ
イ

UEF
土
魯
属
特
の
和
郡
爾
勤
克
巳
0

・C
ユE
r
和
碩
特
の
ク

ン
ド
ゥ
レ
ン
-
ウ
パ
シ
閉
口
h
H
1
の
如
き
著
名
の
諸
大
曾
は
何
れ

も
一
人
の
子
を
刺
腕
僧
と
な
し
、
和
碩
特
の
宗
主
た
る
ハ
イ
・
バ

と
云
ふ
援
な
話
も
あ

っ
て、

同
族
の
子
ザ
ヤ
・
パ

ガ
ス

F
F
l
g
m
g
も
己
の
子
な
き
を
以
て
、

ン
デ
ィ
夕
刊
日

E
を
養

っ
て
子
と
な
し
之
を
刺
腕
と
な
し
た
と

云
ふ
こ
と
を
記
し
て
居
る
。

一一
込
山
一J
'
b吋
只

=
一-
F

パ
ン
デ

一
六
一
六
年

十
七
歳
で
揃
珠
習
躍
呼
園
克
園
の
戒
を
受

ィ
タ
は

け
班
弟
と
な
り
、
車
内
海
を
経
て
、

翌
年
西
蔵
に
赴
き
二
十
二
年
間

宗
数
の
向
学
問
貫
行
に
身
を
委
ね
一
六
三
八
年
酋
蔵
を
去
り
、
額
魯

特
及
び
略
爾
暗
に
於
て
熱
心
に
行
数
に
従
事
し
た
と
云
ふ
こ
と
で

あ
る
。
回
邑
己
巴
a
W
E
E
-
一J
、
四

O
年
明
崇
顧

一
三
年
蒙
古
の
法
典

一
員
三
戸
ご

-HE
M
-

ノ

清

崇

徳

五
年

は
編
纂
せ
ら
れ
、
カ
ル

マ
ク
全
部
、
熔
繭
略
蒙
古
の
協
定
を
鰹
る

に
至
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
刺
蹴
教
の
勢
力
は
著
る
し
く
加
は
っ
て

居
る
。
刺
蹴
に
劃
す
る
犯
罪
侮
辱
に
闘
す
る
罰
則
、
献
馬
奉
併
の

躍
、
シ
ャ
マ
ン
奉
奔
の
禁
令
等
は
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
居
る
。

切岱牛肉凶巳
o
u
c
F
E
W
F
U司・

-HHE-
一
阿
何
日

loo
-mZロ
αrFW
否
。
口
問。
-
0
1
0
7

2
2
E
m
N
ωroロ
FHmAF()WH∞
∞
三
日
ν
と

F
r
o
o
H
S岱
ロ
叶
E
ロ
回一三芯
ロ・

(O
℃・

2・
u
E
-
N
N
C
lNN
H)

ま
ず
、

矢
野
博
士
に
よ
っ
て
そ
の
債
値
を
疑
わ
れ
た
一
六
一
六
年

の
ト
ミ

ロ

(H
ト
ミ
ル
コ
)

ベ
ト
ロ
フ
の
カ
ル
ム
ッ
ク
紀
行
の
記

事
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
の
記
事
に

か
つ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、

み
え
る
支
那
皇
帝
の
臣
民
は

い
わ
ゆ
る
中
園
人
で
は
な
く

ア
ノレ

ツ
ン

(
H
ア
ル
テ
ィ
ン
)
汗
の
宗
主
、
札
薩
克
園
汗
の
臣
民
を
意
味

す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
支
那
皇
帝
は
も
ち
ろ
ん
礼
薩

①
 

克
圏
一汁
を
誤
認
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矢
野
博
士
が

-94-

疑
わ
れ
た
ア
ル
ツ
ン
汗
と
支
那
皇
帝
が
同
一
の
宗
教
を
奉
じ
、
同

の
言
語
文
字
を
用
い
て
レ
る
、

と
の
一
節
は
、
右
の
如
く
解
蹄
押
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

何
ら
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
払
跡
地
は
な
い
の
で
あ

でる
あ。
る①向。

の
ちヨ
仁コ

三五
口口

文--子
』ま

も
ち
ろ
ん
モ
ン
二コ

ノレ
三五
ロロ

モ
ン
ゴ
ル
文
字

問
題
は
同
一
の
宗
教
で
あ
る
。

ア
ル

ツ
ン
汗
の
宗
教
は
、
こ
れ
も

か
つ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
ラ
マ
数
で
あ
る
。
例
え
ば

一
六
一
六

年
ア
ル
ツ
ン
汗
の
本
告
を
訪
れ
た
ロ
シ
ア
使
節
イ
ワ
ン

・
ベ
ト
ロ

フ

は
、
ア
ル
ツ
ン
汗
の
本
営
に
於
て
出
舎

っ
た
チ
ベ

甲
油
田
白

Z

コ。.『℃O
国



ッ
ト
か
ら
来
た
ク
ト
ゥ
ク
タ

5
、
4
5
a白
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
を

残
し
て
い
る
。

ク
ト
ゥ
ク
タ
は
モ
ン
ゴ
ル
詰
問

A
C
Z
コ
ロ
(
チ
ベ
ッ
ト

語
の

F
Z曲
官
官
に
嘗
る
)
で
あ
り
、
慶
い
意
味
で
古
両
信
の
等
稀

で
あ
り
、
狭
い
意
味
で
活
併
の
謂
で
あ
る
。
ま
た
一
六
一
丸
年
に
ア

ル
ツ
ン
汗
が
ロ
シ
ア
に
祇
遺
し
た
使
者
の
名
タ
ル
カ
ン

プ

ノ、

叶曲目
V
H
曲
干
旬
白
α白
は
、

モ
ン
ゴ
ル
語
の
り

R
宮
口
『
自
由
で
あ
り
、

の
使
者
が
ラ
マ
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
旬
。
ア
ル
ツ
ン
汗
が
ラ
マ

数
に
蹄
依
し
て
い
た
こ
と
は
以
上
の
例
に
よ
っ
て
も
、
間
違
い
な
い

事
賓
と
詑
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、

ロ
シ
ア
史
料
か

ら
は
ア
ル
ツ
ン
汗
の
蹄
依
す
る
ラ
マ
教
が
紅
涙
の
そ
れ
な
の
か
、
或

い
は
責
振
の
そ
れ
な
の
か
確
認
一す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
確

認
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

ア
ル
ツ
ン
汗
と
同
一
の
宗
教

を
奉
ず
る
札
薩
克
園
汗
の
場
合
を
調
べ
て
み
よ
う
。

特
に
礼
薩
克
園
汗
に
の
み
限

っ
て

」
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
資
料
上
困
難
で
あ
る
が

た
だ
外
蒙
塔
爾
曜
に
お
け
る
責
汲
の
信
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仰
は
、
矢
野
博
士
の
説
に
よ
れ
ば
、
土
謝
園
汗
部
の
租
、
阿
巴
岱
汗

が
青
海
に
お
い
て
達
頼
刺
腕
に
謁
見
し
た
一
五
七
七
年
(
蔦
暦
五
)

頃
か
ら
起
つ
た
も
の
と
み
て
大
盤
間
違
い
な
い
所
の
よ
う
で
あ
勺

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
少
し
早
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。
サ

ガ
ン
・
セ
チ
ェ

ン

ω印可曲ロ
m
m伺仰向ロ

2
r
E
uユ
ロ
円
。
ゲ
m
F
Z

い
わ
ゆ
る
蒙
古
源
流
に
よ
れ
ば
、

の

仇

RO同門田
・ロロ

位ロ門同位回一ロロ・ロ

丁
亥
の
年

つ
ま
り
一
五
八
七
年
(
禽
暦
一
五
〉
に
、

カ
ル
カ
の
ア
パ
ダ
イ
・
ガ

ル
ジ
ャ
グ
台
吉
〉
ゲ
包
巳

E
C
R
E
S
-〕
ご
即
ち
後
の
阿
巴
岱
汗
は

蒙
古
巡
錫
中
の
第
三
代
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ

、
ソ
ム
ナ
ム

・
ギ
ャ
ム
ツ
オ

v 
」

切
出
O
仏
ロ
釦
H
H
M

印
Hm一
可
曲
目
g
r
o
に
ト
ウ
メ
ト
、
吋
岱日巾門戸

で
謁
し
て
、

d
く
ん
川
町
内
乱
心
白
吋
釦
ロ

@
 

を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
従

っ
て
矢
野
博
士
の
設
の
中

ウ
チ
ラ
イ
・
カ
ガ
ン

の
稽
挽
及
び
併
像
そ
の
他

の
一
五
七
七
年
は
一
五
八
七
年
に
、
阿
巴
岱
汗
が
達
頼
刺
腕
に
謁
見

-95-

し
た
と
い
う
青
海
は
卜
ゥ
メ
ト
に
-
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
阿
巴
岱
汗

が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謂
し
て
後
、
故
郷
へ
闘
っ
て
、
責
波
ラ
マ
教
を

大
い
に
振
興
せ
ん
と
し
て
、

元
代
の
カ
ラ
コ
ル
ム
(
和
林
)
の
地
に

る@はエ
、 ノレ

ア

ス

何
俳寸

己4

(l) 

「ロ
~< 

ロ
ロ

(
額
爾
徳
尼
招
〉
を
建
立
し
た
の

一
五
八
九
年
(
蔦
暦
一
七
〉

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

右
の
如
き
朕
態
か
ら
し
て

一
五
八
七
年
以
後
、

二
ハ
一
六
年
頃

迄
に
は
曙
爾
略
に
黄
涯
の
信
仰
が
漸
次
弘
通
し
て
い
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
こ
の
推
測
を
後
の
考
察
の
伏
線
と
し
て
お
い
て
、
も
う

ιs
 
，
 

」吻咽

，
 

川

μF 

一
度
ト
ミ
ロ

κ

ベ
ト
ロ
フ
の
記
事
に
戻
っ
て

「
ア
ル

ツ
ン
汗
と
支
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那
皇
帝
は
既
に
多
数
の
カ
ル

マ
ク
人
を
改
宗
せ
し
め
、
云
々
」
の
記

事
の
信
溶
性
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貼
に
関
し
て
も
、

や
は
り
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
一
六
一
六
年
嘗
時
、
ボ

ガ
テ
イ
ル
、
つ
ま
り
巴
園
魯
湾
台
吉
を
は
じ
め
、
カ
ル
ム
ヅ
ク
は
ア
ル

ツ
ン
汗
及
び
札
薩
克
固
汗
雨
者
に
服
従
貢
納
義
務
を
負
っ
て
い
た
と

①
 

い
う
事
賓
が
あ
る
の
で
あ
る
|
巴
園
魯
湾
台
吉
の
も
と
に
ア
ル
ツ
ン

汗
と
礼
薩
克
圃
汗
の
臣
民
が
い
た
と
い
う
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る

ー
。
従

っ
て、

」
の
服
従
義
務
を
負

っ
た
結
果

カ
ル
ム
ッ

ク
は
ア

ル
ツ
ン
汗
及
び
そ
の
宗
主
礼
薩
克
園
汗
に
よ

っ
て
改
宗
を
よ
ぎ
な
く

せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
牝
馬
の
肉
を
食
い
、
牝
馬
の
乳

を
飲
む
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、

い
ち
早
く
こ

の
改
宗
を
受
け
入
れ
た
支
配
階
級
で
あ
る
大
台
吉
等

』土

一
六
一
六
年
蛍
時
、
そ
の
宗
敬
、
即
ち
ラ
マ
教
の
戒
律
を
守
る

」
と
を
寅
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

改
宗
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

カ
ル
ム
ッ

ク
の

ア
ル
ツ
ン
汗
及
び
そ

の
宗
主
の
礼
薩
克
園
汗
へ
の
従
属
が
、
礼
躍
克
固
汗
の
従
属
下
に
入

っ
た
一
七
世
紀
の
初
頭
噴
か
ら
、
そ
れ
以
後
ア
ル
ツ
ン
汗
の
支
配
下

@
 

に
饗
っ
て
い
た
一
六
一
六
年
迄
の
間
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
間
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お

一
六
一

七
年
に
巴
園
魯
運
台
土
口
の
本
営
を
訪
れ
た
ロ
シ
ア

使
節
イ
ワ
ン
・
サ
ヴ
ょ
リ
エ
フ
エ
回
同
国
の
恒
国
巾
旬
『
一
命
回

は、

巴
園
魯
の

話
。
同
八
一同自由

、が
侍
っ
て
レ
た
こ
と
を
停
え
て

側
に
二
人
の
ラ
マ

@
 

い
る
。
こ
の
ラ
マ
達
の
存
在
は
上
記
の
カ
ル
ム
ッ
ク
支
配
階
級
の
ラ

マ
数
受
容
の
事
寅
を
確
貧
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

一
六
一
六
年
に
カ
ル
ム
ッ

ク
に
ラ
マ
数
が
存
在
し
た

そ
れ
が
カ
ル
ム
ッ

ク
王
公
達
に
ど
の

よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、
次
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
は
確
認
さ
れ
た
と
し
て
、

-96ー

こ
の
貼
に
関
し
て
ま
ず
一
つ
の
手
が
か
り
を
興
え
る
の
が
、
次
に

検
討
す
る
ザ
ヤ

・
パ
ン
テ
ィ
タ

の
博
記
で
あ
る。

初
代
ザ
ヤ

・
パ
ン

デ
ィ
タ

γ可，同
σ田
口
岳
含

〈
』
同
吉
宮
豆
町
印

(
擦
雅
班
第
達
庫
圃

⑪

⑪

⑫
 

克
園
、
哨
雅
班
第
達
胡
土
克
園
、
札
牙
班
第
達
呼
園
克
園
)
〔

5
3

1
5
0
N〕
の
生
涯
の
大
略
に
つ
い
て
は
、
矢
野
博
士
の
侍
え
ら
れ
る

通
り
で
あ
る
が
、
最
近
、
本
俸
の
モ
ン
ゴ
ル
語
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
が

出
版
さ
れ
|
本
来
の
テ
キ
ス
ト
は
カ
ル
ム
ヅ

ク
語
l
、
こ
れ
に
よ
っ

⑬
 

て
か
れ
の
生
涯
は
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、

カ
ル
ム
ッ
ク
の
ラ
マ
数
信
仰
依
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の



如
き
記
事
が
あ
る
。

パ
イ
パ
ガ
ス

・
パ
ガ
ト
ゥ

ル

切印可

F
R
S
σ
白
E
Z円
を
は
じ
め
、

ド
ゥ
ル
ベ
ン
・
オ
イ
ラ
ト
の
王
公
達
ロ

03ι

皆
が
、
各
一
子
を

借

Z
Z
F
(〈
∞
町

-
Z
E巾
)

に
し
よ
う
と
誓
い
あ
っ
た
時
、

他
の
王
公
達
は
皆
各
一
子
を
借
に
し
た
。
パ
イ
パ
ガ
ス
・
パ
ガ
ト

ウ
ル
王
は
(
ザ
ヤ
・
パ
ン
デ
ィ
タ
に
)
、
「
わ
が
子
の
代
り
に
借
に

な
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
御
歳
十
七
に
し
て
、

マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・

Tこ⑬ク
。 ト

ウ

ク

ト
ウ

冨
同
ロ
包
忠
一
三

門山口一寸巳司、同ロ

に
よ
り
借
と
な
ら
れ

パ
イ
パ
ガ
ス

・
パ
ガ
ト
ゥ
ル
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
有
名
な
グ
シ

汗
の
兄
の
ホ
シ

ュ
1
ト

O
o
mE

(和
碩
特
)
部
長

切
曲
三

Z
E凹(
奔

巴
喝
斯
)
で
あ
る
。
ザ
ヤ
・
パ
ン
デ
ィ
タ
の
生
年
は
己
亥
(
一
五
九

⑬
 

九
・
寓
暦
二
七
)
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
が
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・
ク
ト
ゥ

ク
ト
ゥ
か
ら
戒
を
授
か
っ
て
僧
と
な
っ
た
の
は
、

二
ハ
一
五
年
(
蔦

暦
四
一
二
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
矢
野
博
士
の
引
用
さ
れ
た
バ
ッ
デ
レ
!

の
書
に
、
こ
れ
を
二
ハ
一
六
年
と
し
て
あ
る
の
は
、
パ
ッ
デ
レ
ー
が

ゴ
ル
ス
ツ
ン
ス
キ
ー
の
書
を
引
用
し
た
際
の
誤
解
の
た
め
で
あ
ろ

⑮
 

〉
「
ノ
。

二
ハ
一
六
年
は
受
戒
後
の
ザ
ヤ
・

-ハ
ン
デ
ィ
タ
が
青
海
に
到
つ

97 

た
年
で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
へ
到
っ
た
の
が
翌
一
七
年

⑫
 

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ザ
ヤ
・
パ
ン
デ
ィ
夕
、
が
戒
を
授
か
っ
た
マ
ン
ジ
品
シ

リ
・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
と
は
誰
な
の
か

を
考
え
て
お
こ
う
。
こ
の
貼

に
閲
し
て
、
パ
ッ
デ
レ

l

に
次
の
如
き
意
味
の
記
事
が
み
え
る
。

「
ア
ル
タ
ン
汗
を
改
宗
さ
せ
た
後
、

一
五
八

O
年
頃
、

ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
は
か
れ
の
も
と
に
精
神
的
指
導
者
と
し
て
冨

g
n
y
gユ
同
}EZt

w
y
g
を
遣
し
た
。
そ
し
て
こ
の
後
縫
者
は
今
日
に
至
る
ま
で

寸
g'

(
〈
の
ミ
田
口

ぬ白ロ

Z
0
5
5
同
}
戸
田
口
(
阿
内
「
同
ロ

。
向
者
E
Z
戸
担
当
)

5
5・
5
ρ
g
l筆
者
〉
の
稀
挽
を
帯
び
、

、H
，
Z
2
2
旗
の

-97一

台、

イコ

王
公
の
歴
代
の
等
敬
を
受
け
て
い
る
。

ホ
シ
ュ

l
ト
の
パ
イ
パ
ガ
ス

切
2
・
g
m
g
の
天
幕
を
訪
れ
、で

あか
つれ
たを

i葉
些さ
切せ
カミ た

すの
めがム 、
L二⑬

の

ロ入[白ロ
nrロ∞
H
F

関
}
M
Z
z
r
吉田

ハ
ッ
デ
レ

l
の
マ
ン
ジ

ュ
シ
リ

・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
に
闘
す
る
比
定

は
誤
り
な
い
所
と
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
矢
野
博
士
も

一
部
分
引

⑮
 

用
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
パ
ル
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
パ
ガ
ス

切
巳
σ巾
m
r
5
は
カ
ル
ム
ッ
ク
の
年
代
記
に
、
ラ
マ

数
を
エ
ル

l
ト
に
導
入
す
る
の
に
熱
心
に
努
め
た
第
一
人
者
と
し

て
稽
讃
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
か
れ
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
の
改
宗
し

た
後
も
、
未
だ
完
全
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
信
者
で
あ

っ
た
。
改
宗
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N
間関田口

5
5
(由
経

e-:は
巾 4 ー

さ E
~. L 
m マ

ω 祈
;Li曹
炉吟 三重喜L

S ツ
7 

tf 
、
j

J 

ム

の
編
者
と
し
て
、
車
に
ツ
ァ
ガ
ン
・
ノ

ミ
エ
ン
・
ハ
ン

N
白m
門田口

U
Z
o
g
-
mロ
の
}gロ
と
稽
さ
れ
る
チ
ベ
ヴ

ト
人
ラ
マ
の
宗
教
的
熱
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

バ
イ
バ
ガ
ス
は
残
り
の
全
て
の
君
長
に
こ
の
信
仰
を
認
め
さ

せ
、
し
か
も
な
お
か
れ
ら
自
身
の
、
も
し
く
は
か
れ
ら
君
長
の
傍

系
の
若
者
を
チ
ベ
ッ
ト
に
遣
し
、
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
を
か
れ
ら
の
精

神
的
権
威
と
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
デ
ル
ベ

l
ト
の
タ
ラ

イ

・
タ

イ
シ
ャ
、

ズ
l
ン
ガ
ル
の
ハ
ラ
フ
ラ
の

r白
Enyc--白

び
ト
ゥ
ル
グ

l
ト
の
ウ
ル
リ
ム
ク
は
嘗
時
各
一
子
を
僧
職
に
捧

げ
た
。

と
あ
り
、

パ
ッ
デ
レ

l
の
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
み
え
る
ツ
ア

ガ
ン

・
ノ
ミ
エ
ン

・
ハ
ン
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

ぃ
。
し
か
し
、

か
れ
の
い
う
「
ア
ル
タ
ン
汗
を
改
宗
さ
せ
た
後
、

五
八

O
年
頃
、

ダ
ラ
イ

・
ラ

マ
は
か
れ
の
も
と
に
精
神
的
指
導
者
と

し
て
冨
白
ロ

nEH印
HF
同
}
E
z
r
y
g
を
遺
し
た
」
と
い
う
黙
に
闘
し
て

は
若
干
検
討
す
べ
き
貼
が
あ
る
。
蒙
古
源
流
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
タ
ン

汗
と
片
山
口
宮

E
ロ

は
青
海
に
第
三
代
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
、

ソ
ェ
ナ
ム

-
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
切
印
O
仏
ロ
曲
目
印
有
吉
田

Z
Z
を
迎
え
て
の
蹄
途
、

汗
は
自
ら
ト

ー
ン
コ
ル

・マ

ン
ジ
ュ
シ
リ
・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ

ω件。。ロぬ

印
W
2
5
g
y
m
-
H
F
A
Z
Eコ
ロ
を
伴
っ
て
、
己
卯
の
年
(
一
五
七
九
、

高
暦
七
)
に
モ
ン

、コ
ル

の
地
に
闘

っ
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

@
 

る
。
パ
ッ
デ
レ

l
の
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
賓
を
指
し
た
も
の

に
違
い
な
い
。
従
っ
て
か
れ
が
一
五
八

O
年
頃
と
す
る
の
は
、

正
し

く
は

一
五
七
九
年
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
ま
た
、
目
。
。
ロ
肉

回

F
2
5白ロ〕
5
F
H
F
ρ
z
Eコ
ロ

に
つ
い
て
は

カ
ル
カ
の
護
法
者
に

し
て
、

ア
バ
ダ
イ
汗
の
創
建
し
た
エ
ル
デ
ニ
・
ズ

l
の
歴
代
の
座
主

-
ク
ト
ゥ

ク
ト
ゥ

己
Z
ロロ仏間

g-u同
- 98一

及

で
あ
る
ジ
そ
フ
ツ
ン
・
ダ
ム
バ

告
Z
コ
ロ
〈
H
N
V
Z
m
E
E
B
宮

r
c
F
a
z
(哲
卜
曾
丹
巴
呼

ア
パ
ダ
イ
汗
は
エ
ル
デ
-
一
・
ズ
ー
を

圃
克
園
)
の
停
記
に
よ
れ
ば
、

建
立
す
る
と
直
に
、

ト
ゥ
メ
ト
の
ア
ル
タ
ン
・
カ
ガ
ン
の
師
ト
イ
ン
コ
ル

・
マ
ン
ジ
ュ

シ
リ

・
ジ
ャ
ミ
ヤ
ン

・
チ
ョ
ル
ジ
叶
ロ
日
刊【由自
民ロ

曲
目g
ロ

宮

E
ロ・ロ

Z
2
H
叶
0
5
∞roH
目白ロ日
5
E
Y
E
F可
白
ロ
~
…
。
同
〕
H
と
い
う
ラ
マ

寺
の
落
慶
法
要
を
し
て
も
ら
い
、@

 

σ白
山
口
吋
徳
行
卵
白
可
制
与
豆
等
の
戒
を
授
か
っ
た
。

を
招
い
て
、

か
れ
か
ら
精
進

と
あ
っ
て
、

2
0
8
m
件
2
5
2吉田
E
G
C
Zコ
口
、
即
ち
正
し
く
は

叶
0
5
m
r
o同
自
白
ロ
〕
5
E
V
E
-可
白
ロ
~
…
。
同
〕
同
〈
ω
g
u
σ
r
y
o円
自
由
民
三



は
略
商
問
略
に
お
い
て
も
重
要
な
ラ

。
己
主
白
宮
内
同
日
v
苫
-
g
n
r
o師
同

』

巾

マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

」
こ
ま
で
論
を
準
め
れ
ば
、

カ
ル
ム
ッ
ク
を
改
宗
せ
し
め
た
外
蒙

札
薩
克
園
汗
及
び
ア
ル
ツ
ン
汗
の
信
奉
す
る
ラ
マ
数
が
黄
波
の
そ
れ

で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
嘗
の
ア
ル

ツ
ン
汗
自
身
に
も
、

こ
の
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
と
何
の

交
渉
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ル
ム
ッ
ク
の
王
侯
達
が
札
薩
克
圃
汗
及
び
ア
ル
ツ
ン
汗
の
匪
力

に
よ
っ
て
、
黄
汲
ラ
マ
数
に
改
宗
せ
し
め
ら
れ
た
後
、
こ
れ
ら
王
侯

達
も
か
の
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
の
指
導
を
受
け
た
こ
と

は
、
ザ
ヤ
・
パ
ン
デ
ィ
夕
、が
か
れ
か
ら
受
戒
し
た
一
事
が
如
賓
に
こ

れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ザ
ヤ
・

。
ハ
ン
デ
ィ
タ
の
受
戒
に
至
る
聞
の
カ
ル
ム
ッ
ク

の
王
侯
達
と
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ

'て
、
既
述
の
パ
ッ
デ
レ

l
の
記
事
に
、 ク

ト
ゥ
ク
ト
ゥ
と
の
関
係
に
つ
い

「
ツ
ァ
ガ
ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン

は
ホ
シ
ュ

1
ト
の
パ
イ
パ
ガ
ス
の
天
幕
を
訪
れ
、

か
れ
を
改
宗
せ
し

99 

め
た
」
と
い
う
重
要
な
一
僚
の
あ
る
の
に
改
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
パ
ッ
デ
レ

l
は

」
の
僚
を
何
に
擦
っ
た
か
明
か
に
し

:
、
:
、
:
、

『

t
l
v
J恥山、

h
v
ふ

μ

一
八
一
九
年
に
ホ
シ
ナ
l

ト
部
の
王
侯
、

バ
l
ト
ゥ

ル
・
ウ
パ
シ
・
ト
ゥ
メ
ン
切
削
吉
岡
ロ
σ印刷
F
S
g
mロ
の
著
し
た
「
四

オ
イ
ラ
ト
の
物
語
」
(
凶
O
加
国
仏
ロ
O
可O
ロ

r
g
c円
ロ
ゲ
印
刷

F
5
5
8ご
旨

宮
司
明
白
ロ
門
芯
Hrα
ロ

0
1
E門出可
5
5
r
m〉
に
よ
れ
ば
、

ツ
ァ
ガ
ン
・
ノ

ム
ン
ハ
ン
自
身
が
バ
イ
パ
ガ
ス
の
天
幕
を
訪
れ
、
か
れ
に
責
汲
ラ
マ

教
を
説
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
即
ち
同
書
の
。
写
く
揮
い
法
の

甘
露
が
数
命
に
達
し
て
、
責
数
を
損
め
る
た
め
に
オ
イ
ラ
ト
に
最
初

に
僧
と
な
る
こ
と
を
卒
先
し
て
定
め
た
章
。
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て

@
 

い
る
。
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濁
立
す
る
ド
ゥ
ル
ベ
ン

M
内
白

HF
門

目

。

H
r
o
ロ

0
1
E仏

-
オ
イ
ラ
ト

を
こ
と
ご
と
く
治
め
て
い
た
ハ

l
ン
は
パ
イ
パ
ガ
ス
切
ミ

H
E
E∞

(
バ
イ
バ
ガ
ス
は
)

0<で

EI あ
ロ っ
ロた
o 0 

5 
‘〈

ロ
阿
但1

ロ

ツ
ァ
ガ
ン

ノ
ム
ン
ハ

l

ン

か
ら
、
物
質
と
精
神
を
致
つ
空
の
本
質

を
畳
り
、

「
わ
た
し
は
永
遠
で
は
な
い
根
に
生
れ
た
の
で
、
借
に

な
ろ
う
」
と
考
え
た
。
こ
の
員
貨
の
考
え
に
依
っ
て
、
パ
イ
パ
ガ

ス
は
オ
イ
ラ
ト
の
王
侯
・
大
臣
雄一寸の全
て
に
、

「
来
世
の
安
祭

を
求
め
る
た
め
に
信
に
な
り
た
い
」
と
宣
言
し
た
と
き
、

か
れ
ら

は
皆
悲
し
ん
で

「
わ
れ
ら
は
あ
な
た
か
ら
離
れ
た
ら
、

わ
れ
ら
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の
土
地
、
牧
地
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
た

が
借
に
な
る
の
を
喜
こ
ん
で
許
可
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
、

と
し
て

ツ
ァ
ガ
ン

「
わ
れ
ら
は
あ
な

ノ
ム
ン
ハ

l
ン
に

た
の
意
志
に
副
う
た
め
に
、
特
に
御
言
葉
を
賜
り
た
い
」
と
い
っ

て
、
次
の
よ
う
に
申
上
げ
た
。
「
か
れ
が
唯
一
人
惜
に
な
る
方
が

一
幅
は
大
き
い
か
。
わ
れ
ら
の
各

一
子
が
借
に
な
る
方
が
一
摘
は
大
き

い
か
」
と
い
っ
て
選
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ

ツ
ァ

ガ
ン
・
ノ
ム

ン
ハ

l
ン
の
御
言
葉
は
、

「多
く
の
者
の
一
耐
の
方
が
大
き
い
」
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
パ
イ
パ
ガ
ス
が
借
に
な
る
こ
と
を
阻
止

し、

ダ
ラ
イ

・タ

イ
シ

り
と
3
z
u
コW

F

は
自
分
の

一
子
を
、

ラ
フ
ラ
凶
同
門
同
同
己
一白

は
自
分
の
一
子
を

ウ
ル
リ
ュ
ク
・
ル

l

ザ
ン

。
ュ

α
r
z
rロ
m
は
自
分
の
一
子
を
、

パ
イ
パ
ガ
ス
は
(
ザ

ヤ

・
パ
ン
〕
ア
ィ
タ
)
フ
ト
ゥ
ク
ト
ゥ

な
し
、

M
E
c
r
z
を
自
分
の
子
と

ク
ン
デ
レ
ン
・
ウ
パ
シ
問
。
ロ
仏
色
。
ロ
関
口
同
区
医
は
自
分
の

ツ

ナ
l

ケ
ル
の
O
F
2

は
自
分
の
一
子
を
パ
イ
バ
ガ
ス

一
子
を
、

に
替
っ
て
倫
と
な
し
た
最
初
が
こ
れ
で
あ
る
。
併
法
に
導
い
て
、

十
の
黒
い
罪
業
か
ら
出
で
、
十
の
白
い
一帽
の
道
に
入
ら
し
め
た
功

績
の
大
な
の
が
パ
イ
バ
ガ
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
パ
ッ
デ
レ

l
の
所
依
と
な
っ
た
既
述
の
パ
ル
ラ
ス
の

記
事
と
合
致
す
る
部
分
の
多
い
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
よ
う
。
な
お
パ

ー
ト
ゥ
ル
・
ウ
パ
シ
・
ト
ゥ
メ
ン
の
こ
の
記
事
は
、

氏
に
よ
れ
ば
、
も
う
一
つ
の
カ
ル
ム
ッ
ク
側
の

ズ
ラ
ト
キ
ン

ω~H同
ー
ロ
ハ
富
田
・

F
A
・
凶
・

重
要
な
文
献
で
あ
る

一
七
三
九
年
に
醤
師
冊
目
止
の
ガ
ワ
ン
・
シ

ι

ラ
ブ
吋
田
宮
ロ
∞

r
zゲ
(
〈

z
a
ι
r
g
m
g
gゲ
)
の
著
し
た
「
オ

イ
ラ
ト

の
物
語
」

(0
1
3去
三
ロ

S
F巾
)
に
も
同
趣
旨
の
内
容
が
記

@
 

さ
れ
て
い
る
。
パ
イ
パ
ガ
ス
及
、
ひ
ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン
ハ
ン
に
闘
す

る
パ
ル

ラ
ス

の
所
読
は
確
賞
な
史
料
的
根
援
に
基
づ
い
た
も
の
と
い

ノ、

ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン
ハ
ン
の
パ

@
 

イ
パ
ガ
ス
訪
問
の
一
節
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
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っ
て
よ
い
。
パ
ッ
デ
レ
!
の
い
う
、

こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ガ
ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン
、

マ
ン
ジ

A

シ
リ

・
ク
ト

ウ
ク
ト
ゥ
は
自
ら
カ
ル
ム
ッ
ク
へ
も
赴
い
て
、
パ
イ
パ
ガ
ス
に
法
を

説
い
た
結
果
、
パ
イ
パ
ガ
ス
は
一
時
は
出
家
を
決
意
し
た
が
、
オ
イ

ラ
ト

の
最
高
権
力
者
を
失
う
こ
と
の
結
果
を
恐
れ
た
王
公
・
大
臣
達

に
よ
っ
て
、

」
れ
を
阻
止
さ
れ
た
こ
と
は
右
に
俸
え
ら
れ
て
い
る
如

く
で
あ
る
。
こ
の
い
き
さ
つ
の
原
因
に
つ
い
て
、

ズ
ラ
ト
キ
ン
氏
は

次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
解
剖
停
を
提
出
し
て
い
る
。

史
料

(
Hガ
ワ
ン

・
シ
ェ
ラ
ブ
及
び
パ

l
ト
ゥ
ル
・
ウ
パ
シ

・
ト

ウ
メ
ン
の
問
書
〉
に
は
、

い
か
な
る
支
配
者
達
が
パ
イ
パ
ガ
ス
に



オ
イ
ラ
ト
の
集
舎
の
指
導
的
地
位
か
ら
降
り
る
こ
と
を
反
劉
し
た

台、

ま
た
か
れ
ら
が
園
家
の
統
一
に
つ
い
て
の
護
言
の
中
に
、

レ
か
な
る
意
園
を
含
め
て
い
た
の
か

何
も
俸
え
ら
れ
て
レ
な

ぃ
。
こ
れ
ら
の
支
配
者
の
中
に
は

(
H、ス
l
ン
ガ

チ
ョ

ロ
ス

ル
)
の
ハ
ラ
フ
ラ
も
い
た
で
あ
ろ
う
。

か
れ
の
権
勢
欲
の
強
い
野

墓
こ
そ
が
、
バ
イ
バ
ガ
ス
の
出
家
を
阻
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
誰

も
が
ハ
ラ
フ
ラ
の
地
位
強
化
を
欲
し
な
か

っ
た
と
レ
う
こ
と
が
、

ハ
イ
バ
ガ
ス
の
出
家
に
反
封
す
る
主
因
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

う
み
れ
ば
、

オ
イ
ラ
ト
園
家
の
統
一
に
つ
い
て
の
か
れ
ら
の
瑳
言

の
意
味
が
理
解
し
や
す
く
な
ろ
う

Q
包当日
S
F
2
-
u・
5
⑦
。

」
の
解
揮
は

ハ
イ
バ
ガ
ス
の
出
家
に
よ
っ
て
オ
イ
ラ

ト

の
最

高
権
力
者
の
地
位
を
ハ
ラ
フ
ラ
に
と
っ
て
替
ら
れ
る
こ
と
を
案
じ
た

他
の
オ
イ
ラ
ト

の
支
配
者
逮
が
、

に
頼

っ
て
こ
の
危
険
を
廻
避
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解

ハ
ラ
フ
ラ
の
オ
イ
ラ

ト
に
お
け
る
地
位
の
貧
態

ツ
ァ
ガ
ン

ノ
ム
ン
ハ
ン

の
力

緯
の
嘗
否
の
鍵
は
、

で
あ
る
。

か
れ
が
嘗
時
果
し
て
オ
イ
ラ

卜
の
最
高
権
力
者
の
地
位
を

狙
う
に
ふ
さ
わ
し
い
、

そ
し
て
ま
た
権
勢
欲
の
強
い
人
物
で
あ

っ
た

‘
、
‘

i

・

か
と
う
か
は
句

か
れ
が
そ
の

今
は
自
信
を
持
っ
て
レ
え
な
い
が
、

101 

後
、
オ
イ
ラ
ト
に
お
け
る
ホ
シ
占

l
ト
部
の
覇
権
を
ズ

l
ン
ガ
ル
部

に
移
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
所
を
み
れ
ば
、

」
の
解
穫
も
十
分
に

考
慮
に
値
す
る
こ
と
と
信
ず
る
。

と
こ
ろ
で
ツ
ァ
ガ
ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン
の
カ
ル
ム
ッ

ク
巡
錫
は
パ

イ

パ
ガ
ス
と
は
別
の
カ
ル
ム
ヴ

ク
の
王
侯
の
招
請
に
よ

っ
て
寅
現
さ
れ

@
 

ガ
ワ
ン

・
シ
ェ
ラ
ブ
、
及
び
パ

l
ト
ゥ
ル
・
ウ
バ

た
も
の
で
あ
る
。

シ

・
ト

ゥ
メ
ン
の
「
ド
ゥ
ル
ベ
ン

・
オ
イ
ラ

ト
と

い
う
牧
地
を
最
初

@
 

に
導
い
て
法
を
は
じ
め
て
示
し
た
章
」
に
よ
れ
ば
、
オ

イ
ラ

ト
の
王

侯
達
を
最
初
に
説
得
し
て
ラ
マ
教
に
導
入
し

そ
の
こ
と
の
た
め
に

ツ
ァ
カ
ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン
を
ト
ゥ
ル
ベ
ン
・
オ
イ
ラ

ト
に
招
請
し
た

人
物
と
し
て
稽
讃
さ
れ
て
い

る
の
が
、
，サ

イ
ン

・テ
ネ
ス

・
メ
ル
ゲ
ン

-101-

--ア
メ

、不

ω釦
可
戸
ロ
円
巾
ロ
巾
帥

B
2
m
mロ
芯
g
mロ巾

な
る
王
侯
で
あ
る
。

こ
の
人
物
は
か
つ
て
考
察
し
た
よ
う
に
、

ト
ゥ
ル
グ

l
ト
部
の
大
信

で
あ
り
、

一
七
世
紀
の
二
十
年
代
の
ロ
シ
ア
の
記
録
文
書
に
も
姿
を

@
 

見
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
い
つ
ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン

ハ
ン
が
招
請
さ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
雨
史
料
は
全
く
そ
の
年
代
を
興
え
て
い
な
い
の

で
、
推
定
の
外
は
な
い
が
、
ズ
ラ
ト
キ
ン
氏
は
こ
れ
を
二
ハ

一
O
年

頃
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
推
定
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

同
。
わ

た
し
と
し
て
は
既
遮
の
如
く
、

カ
ル
ム
ッ
ク
の
ラ
マ
数
へ
の
改
宗
の
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時
期
を
一
七
世
紀
の
初
頭
頃
か
ら
一
六
一
六
年
迄
の
聞
に
求
め
る
べ

き
こ
と
を
推
定
し
て
お
い
た
が
、
例
の
ザ
ヤ
・
パ
ン
デ
ィ
タ
が
受
戒

し
た
の
が

一
六
一
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
カ

ル
ム
ッ

ク
史
料

に
よ
れ
ば
、
パ
イ
バ
ガ
ス
が
ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン
ハ
ン
の
説
法
を
聴

い
て
出
家
を
決
意
し
た
と
き
、

た
だ
ち
に
か
れ
に
替

っ
て
ザ

ヤ
・

パ

ン
デ
ィ
タ
を
出
家
せ
し
め
た
事
情
を
考
慮
す
る
と

ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ

，
ム
ン
ハ
ン
の
カ
ル
ム
ッ

ク
巡
錫
は
同
じ
一
六
一
五
年
、
も
し
く
は
そ

の
直
前
と
み
る
の
が
安
嘗
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む

す

び

以
上
論
じ
て
き
た
所
を
総
括
す
る
と

カ
ル
ム
ヅ
ク
は
黄
汲
ラ
マ

数
に
改
宗
す
る
以
前
は
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
信
者
で
あ

っ
た
(
こ
の
貼

は

一
腰
パ
ル
ラ
ス

に
従

っ
て
お
く
)
。
改
宗
は
一
七
世
紀
の
初
頭
頃
か

ら

一
六
一
五
年
の
聞
に
外
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
礼
薩
克
固
汗
と
ア
ル
ツ
ン

汗
、
と
く
に
後
者
の
底
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

一
方
こ
れ
を
カ
ル

ム
ッ
ク
側
か
ら
み
る
と

ト
ゥ
ル

グ
l
卜
部
の
大
曾
サ
イ
ン

・
テ
不

ス
・
メ
ル
ゲ
ン
・
テ
メ
ネ
が
他
の
支
配
者
に
先
が
け
て
黄
教
に
あ
っ

く
蹄
依
し
、
そ
の
た
め
に
、
品
目
回
時
内
外
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
名
聾
の
高
か

っ
た
ツ

ァ
ガ

ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン

マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・

7
ト
ゥ
ク

b
ゥ

を
カ
ル
ム
ッ
ク
に
招
請
し
た
。

ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン
ハ
ン
は
一
六

一

五
年
頃
、

カ
ル
ム
ッ
ク
を
訪
れ
、
嘗
地
の
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
パ

イ
バ
ガ
ス
を
は
じ
め
、
他
の
支
配
者
達
に
も
法
を
読
い
た
。
そ
の
結

果
、
パ
イ
バ
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
自
ら
出
家
を
決
意
す
る
ほ
ど
で
あ
っ

h

-
J

、品、

宇
h
ふ

μ

カ
ル
ム
ッ
ク
内
部
の
政
治
的
事
情
に
よ
り

こ
れ
を
果
す
v
」

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

一
六
一
五
年
に
自
ら
の
替
り
と
し
て
ザ
ヤ

ハ
ン
デ
ィ
タ
が
他
の
支
配
者
の
子
弟
と
共
に
、

ツ
ァ
ガ
ン

・
ノ
ム

ン
ハ
ン
に
つ
い
て
出
家
し
た
。
ザ
ヤ

・
パ
ン
デ
ィ
タ
に
あ
っ
て
は
、

さ
ら
に
修
業
を
つ
む
べ
く
一
六
一
七
年
に
チ
ベ
ッ
ト
に
到
着
し
た
。

-102一

か
れ
は
一
六
三
八
年
に
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
カ
ル
ム
ッ
ク
に
蹄
還
し
、
以

後
カ
ル
ム
ッ
ク
文
化
史
上
に
華
々
し
い
足
跡
を
残
す
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
如
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
チ
ベ
ッ

ト
文
献
に
よ

っ

て
補
う
べ
き
貼
が
少
く
な
い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
説

く
こ
と
に
し
た
い
。

註① 

出
稿
「
カ
ラ
ク
ラ
の
生
涯
」

ー
ロ
u

及
び
お
闘
)

な
お
、
ア
ル

y
ン
汗
に
つ
い
て
は
、

就
き
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
東
洋
史
研
究

・
一一一
一l
四、

つ
-
v
u
H
D

乙
の
稿
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
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④③②  ① 

同

}υ=r

H
r
F
L
・

「
蒙
古
に
於
け
る
刺
腕
教
信
仰
の
起
源
績
き
」

牧
。
-
Y
M
H
O
)

同
江
口
-
w
Z白。口目印円
Y
H
W
E巾
C
同
問
白
・
出
国
ロ
品
開
口
「
『
氏
再
己

g
z
oロ
mote

印
円
『
巾
口
の
冊
目
円
7
5
7
3宅
巾
ユ
内
田
〈
D
コ
ω
巾
n
m
ロ
ω
目白色戸間(由一戸田
ω
ω
E
g
D
m

F
8
3〉・

FH-5・
Hca--sぐ

l
∞ω円・

エ
ル
-
ア
ニ

・
ズ
l
の
建
立
年
時
に
つ
い
て
、
矢
野
博
士
は
ポ

ア
ド
ニ
ェ

フ

コ
oω
』

Z
巾
巾
固
に
従
っ
て
、
一
五
八
七
年

(
関
経
一
五
)
と
し
て
お

ら
れ
る
(
「
蒙
古
に
於
け
る
刺
脇
教
信
仰
の
起
源
綴
き
」
参
照
)
。
し

か
し
、
ジ
ェ
ブ

ツ
ン

e
F
ム
パ

(
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
九
八
頁
を

参
照
)
の
停
記
に
よ
れ
ば
、
ア

ハ
タ
イ
汗
は
タ
ラ
イ
J

ラ
マ
に
謁
し
て

ワ
チ
ラ
イ

・
ア
パ

F
イ
・
カ
ガ
ン
宅
急

E
与
E
E
宮

2
ロ
の
緑

鋭
及
び
例
像
そ
の
他
を
賜
っ
た
後
、
故
郷
へ
締
り
、
前
向
暦
一
七
年
丙
戊

の
年
耳
曲
目
ご
占
ω
4
田口
-
E

白円
}uω

ロ
L
D
}
己牛
E
4
白『

D
H
M
4
ω

一
口口』
3
百一

に
、
賜
っ
た
悌
像
そ
の
他
を
安
置
す
る
た
め
に
、
ェ
ル
デ
-
一
・
ズ
ー
を
建

立
し
た
と
み
え
て
い
る
(

J

「-
d

巾
H
O
ゲ神田己ロ
ι白
ヨ
ゲ
国
関
r
c
g
Eユロ
ω

D
同

C
円
m
m
r
g
H
f
円円白

=m一白
2
0
ロ
白
己
円
山
口
。
件
。
ω
『
可
。
rmw『}冊目

m
-
四
回
当
'

L
2
・ヨ
E
E
ι
巾
P
S
E
-
-
M『
!
?
・

2
仏
吋
同
国
ロ
凹

s
t
g
・3
・
8

1ω
斗
)
。
従
っ
て
エ
ル
デ
ニ

・
ズ
l
の
建
立
は
、
ア

ハ
ダ
イ
汗
が
ダ
ラ
イ

.
ラ
マ
に
謁
し
た
一
五
八
七
年
以
後
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
エ
ル
デ
ニ

・
ス
l
の
時間
立
年
時
と
し
て
示
き
れ
て
い
る
丙

戊
の
年
は
、
貨
は
蔦
暦
一
七
年
で
は
な
く
て
、
正
し
く
は
寓
暦

一
四
年

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ζ

で
ボ

l
デ
ン
氏
は
他
の
篤
本
(
複
数
)

に
仏
o
z
ι
E
4
2
七
の
代
り
に
、
色
町
円

F
E一円
民
間
巾
円
四
と
あ
る
こ
と
に
よ

(
近
代
蒙
古
史
研
究
所

③ 

①③⑦  

り
、
後
者
を
採
用
し
、
高
暦
一
四
年
(
一
五
八
六
〉
に
改
め
て
い
る

。σ正二
円
田
口
丘
三
5
2
司司
・
81ω
コ
。

し
か
し
高
暦
一
四
年
が
不
都
合

な
こ
と
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
乙
こ
で
は
や
は
り
蔦
暦
一
七
年

(一

五
八
九
)
を
そ
の
ま
ま
正
し
い
も
の
と
し
て
、
干
支
は
誤
り
と
し
て
お

き
た
い
。
周
知
の
如
く
、
蒙
古
源
流
は
一
六
六
二
年
の
著
作
で
あ
り
、

一
方
ジ
ェ
ブ

ア
ン・

ダ
ム
パ
の
侍
記
は
一
八
五
九
年
迄
記
さ
れ
て
い
て

‘
き
わ
め
て
後
の
著
作
で
あ
る
と
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
ポ
ッ
ド
ニ
ェ
フ
に
よ
る
と
、
エ
ル
デ
ニ

・
ズ
!
の
本
閲
堂
式
は

非
常
に
遅
延
し
、
最
初
の
悌
像
の
で
き
た
三
年
後
の
一
五
八
七
年

(寓

麿
一
五
)
に
至
っ
て
漸
く
穆
行
き
れ
た
と
い
う
(
「
蒙
古
に
於
け
る
刺

蹴
数
信
仰
の
起
源
綴
き
」
句
-
M
H
S

。
ζ

れ
は
ポ

ッ
ド
ニ
占
フ
が
エ
ル

デ
ニ

・
ズ
1
年
代
記
な
る
も
の
に
嬢
つ
て
の
設
で
あ
る
。
ζ

れ
よ
り
考

え
る
と
、
ポ
ッ
ド
ニ

ーェ
フ
の
い
う
一
五
八
七
年
に
誤
り
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
事
貨
は
、
ア
パ
ダ
イ
が
一
五
八
七
年
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
し

て
、
汗
抽
出
と
共
に
併
像
そ
の
他
を
賜
っ
て
か
ら
三
年
後
の
一
五
八
九
年

に
エ
ル
デ
ニ
・
ス
ー
は
完
成
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

「
カ
ラ
ク
ラ
の
生
涯
」
℃
【

V-E
-ロ
・

H
V日仏
-
w

司
・
]戸
0
.

切同門-色。

-
3--
o
-
y
n一f
〈
O
一・口
-
-
Y
AHM
ア
な
お
パ
ッ

デ
レ

l
の
術
評

護
表
し
た
ト
ミ
ロ
・

ベ
ト
ロ
フ
と
イ
a

ワ
ン
・
サ
ヴ
ェ
リ
エ
フ
の
報
告
の

原
文
は
、
近
年
ソ
ヴ
ェ
ト
よ
り
後
表
せ
ら
れ
た
(
云
号
巾
司
E
h
E
コ
。

E
2
0℃
昆
国
℃
同
円
円
R
0・玄
O
Z
「。』『円
R
E
H
o
↓z
o
E巾Z
ミ
ご
玄
o
n
R
田
P

]芯印由・唱

h
O
R
・
H

∞
E

M
由〉
。

親
征
卒
定
朔
漢
方
略
・
省
之
三
十
五
、
康
照
三
十
六
年
正
月
美
巳
の
w慨

に
よ
る
。

qa 
ハU

噌

E
A

⑬ 
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⑪ 

欽
定
卒
定
準
鳴
爾
方
略
前
編
谷
之
四
十
六
、
乾
隆
六
年
九
月
用
成
の
附
慨

に
よ
る
。

⑬
の
漢
字
面
は
第
二
代
ザ
ヤ
・

パ
ン
デ
ィ
タ
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑪
の
場
合
は
不
明
。

歴
代
の
ザ
ヤ
・

.ハ
ン
デ
ィ
タ
は
務
牧
ラ
マ
と
し
て
、
サ
イ

ン
・
ノ
ヤ
ン

部
に
附
牧
し
て
い
る
。
光
緒
大
清
合
同
典
事
例
・
谷
九
六
六
、
現
藩
院

四
岨
週
(
枇
聞
牧
酬
明
臓
部
落
)
の
昨
怖
に
次
の
如
く
み
え
る
。

札
牙
班
第
連
呼
図
克
闘
。
附
三
立回
諾
顔
部
悌
牧
。
跨
柑
惜
米
爾
河

・
緩

恰
河
。
東
北
輿
左
翼
左
末
旗
箆
右
翼
前
旗
接
界
。
西
興
中
左
末
旗
接

界
。
南
奥
右
翼
中
右
旗
監
中
右
翼
末
旗
接
界
。

刃
包
口
三
u
y
E
凶
『
P
H
N州
w
g
m
H
S
σ
ω
わ
mw一司・ω

σ
白
口
内
山
戸
込
山
守
〕
三
口
円
E
』
C』
-
E

E
ロ

-
E
向
。
日
一
r
o
ヨ
m
r
E
O
ロ
命
ヨ
2
c
σ
c
-3
・
c
z
=
Z
Z
3
]
5
8
・

な
お
、
本
体
の
カ
ル
ム

ッ
ク
語
テ
キ
ス

ト
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
科
皐

ア
カ

デ
ミ

ー
-
ア
ジ
ア
民
族
研
究
所
に
一
本
が
掛
糊
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で

あ
る

(
X
・
泊
・
ω
』
白
叶
R
E
F
S
2
6
℃
E
国
b
vR
H
Z
『
釦
℃
2
3
「
O
H
白
Z
2
d
p

ヨ
2
5
P

沼
田
品
目

W

円弓
-
H
H〉

。

刃
包
ロ
岱
『
}
M
S
牛
H
F
o
-
v
・
2
f
-
v
・

ι・

-rFι. 

(い同
欠

-e・
「
o
h
門
H
，
u
云
円
同
S
F

ヨo
z
「
o
h
o
-
O
E
-
u
sa門
医
国
内
ω
白
R
o
z
z

]戸田品{〕「
--
h
o
ロ
O旬
Z
E
H
，
巾
b
v
z
r
H
巾
同
目
白一
ω
E
「
白
』
』
白
Z
-
H
U
『
Z
4
白
E
b
提
出
国
苫

ω
同
R
o
z
z
u
n
o
n
吋
同
国
』
巾
Z
Z
H
L
巾
h
h
出
∞
O
』
出
〈
円
民
国
同
穴
白
b
z
z戸
R
O
回
口
古
田

穴
伊
国
玄
Z
E
R
O
Z
H
白
出
巾
h
o
z
h
可
申
内
・
』
白
a
E
E
W
(
い
コ
向
山
w
]
戸
∞
∞
0
・
w
S
℃
-

H
M
H
・
な
お
♂コ
氏
の
は
本
仰
の
抄
朝
刊
で
あ
る
。

明
州
白
円
四
回
釦
V
Y
白
仏
門
釦
W
C
司
・
2
円
噂
℃
-
hp
w
「
o
b
門
叶
同
Z
R
z
b
w
o
-v・
2円-w円、吋℃
-

HNH・

⑫ ⑬ ⑬⑬⑪  ⑫ 

⑬⑬  

∞
白
牛肉凶
同
一ovJ

C
司
・
h
L
f
〈
=
一

-
T
司-一HH三一

山
口内山

門
町
・
司
-
一
-

H
f
ω
・
日
ν
と
一口
r
ω
E
ロ
一
巳
ロ
n
E
M
7
5
Z
1
R
r
巾
円

Z

Eurユ
口
一
d
Z
ロ
ロ
σ
O
H

ハ
H
F
O
Z
O
口
問。
一
En
一
括
ロ
〈
む
一
「
巾
円
mn
y
に
お
ロ
酒

、H，r
・
H
・
2
・
日
ums
g
a

ゲ
巳
『
町
w

]戸
叶
吋
由
w
ω
・
日
目
・

矢
野
崎
博
士
は
な
ぜ
か
〈
パ

ル
ラ
ス
に
錬
れ
ば
〉
と
い
わ
れ
な
が
ら
、

パ
ラ
デ
ィ
イ
の
書
名
を
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。

何

E
m
C
門
間ω・
2
2
d
込
先
一
d
コ
『
?
吋
少
、・

叶
r
o

』巳)門
田Z
ロ
ハ
凶
E
d
E
Hハ
ゲ
E
z
r
Z
E

C
同
C
門
m
p

M
〈
・
釦
ロ
色

、吋
g
ロ
∞一日
門戸
ロ
ロ
w
℃
・
ω
吋
・

}〈白bzr-Z尻
町出
国
×
℃
巾
210
玄
白
叶
出
国
h
h
国
』
寸
巾
Z
E
祖
国
内
、『
同
一
戸
口
出
H

R
白
血
円
円
白
岡
目
白
』
玄
E
E
C
-
H
出
回
目
v
o
h
z
E
H
E
R
o
b
u
円
。
円
、
『
白
田
恒
2
2
印
国

〉
・
コ
。
ω
』
Z
巾
巾
回
r
-
z
・
コ
巾
4
-
M
O
「
℃
曲
、
同
・
同
由
一戸
印
・
門
司
司
・
ω
M
-

エ
門
司
O【
ME
国
b
vR
H
Z
『
右
円
安
)
「
。
E
Z
2
E
・
2
司
・

5
∞・

パ
ル
ラ

ス
は
か
れ
の
前
掲
警
に
お
い
て
、
一
再
な
ら
ず
の
ω
r
E
口
問

ω
円
Y
S
「
『
白
℃

の
名
で
、

乙

の
「
オ
イ
ラ
ト
の
物
語
」
を
利
用
し
て
お

り
、
加
え

て
か
れ
の
著
書
は
パ
ー
ト

ゥ
ル

・
ウ

ハ
シ

・
ト
ゥ
メ
ソ
の
著

作
以
前
に
出
版
さ
れ
て
い
る

の
で
、
従

っ
て
、
前
掲
の
ハ
イ
パ

カ
ス
の

ラ
マ
教
導
入
の
件
を
記
す
に

MM
っ
て
、
そ
の
放
っ
た
と
い
う
カ
ル

ム
ソ

ク
の
年
代
記
は
お
そ
ら
く
ガ
ワ
ン

・
シ

ム
ラ
ブ
の
替
を
指
す
も
の
と
み

て
誤
り
な
い
で
ゐ
ろ
う
。
乙
の
蓄
は
も
と
も
と
刊
本
は
存
在
せ
ず
、
潟

本
で
の
み
閣
内
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
パ
ッ
デ
レ

l
は
パ

ー

ト
ゥ
ル
・
ウ

ハ
シ

・
ト

ゥ
メ
ン
の
書
を
、
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
官
報
所
牧
本

に
よ
っ
て
利
用
し
て

お
り
、
従
っ

て
パ
ル

ラ
ス
の
言
及
し
な
か
っ
た

ツ

ァ
ガ
ン

・
ノ
ム
ン
ハ
ン
の
ハ
イ

ハ
ガ
ス
訪
問
の
一
節
は

こ
の
警
に
基
づ

い
て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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な
お
パ

l
ト
ゥ
ル
・
ウ
パ

シ
・
ト
ゥ
メ
ン
及
び
ガ
ワ
ン
・

シ
ェ
ラ
ブ

の
雨
書
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ら
の
内
容
上
の
関
連
性
l
例
え
ば
共
通
の

資
料
を
利
用
し
て
い
る
な
ど
ー
そ
の
他
に
も
読
き
及
ん
だ
要
領
よ
い
文

献
解
題
は
ズ
ラ
ト
キ
ン
氏
の
前
掲
書
2
ヲロ
1
5・
に
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
就
き
て
参
照
さ
れ
た
い
。

@
ω
語
、
H，
R
E
U
2
-
M
・

5
印・

@
目
〈
白
h
g
E
Z
R
同
国
×
勺
巾
円
・
H
a
O豆
2
・E出・

2
廿
・
ω
H
ω
ω
・

@
拙
稿
「
カ
ラ
ク
ラ
の
生
涯
」
匂
・

5
・

⑧

d
ω
h
R
R
S
E
w
n
d
y
H
印
日
・
な
お
ズ
ラ
ト
キ
ン
氏
は

ツ
ァ
ガ

ン
・
ノ
ム
ン
ハ

ン
を
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
・
ク
ト
ヮ
ク
ト
ヮ
で
は
な
く
、
マ
イ
タ
リ
・
ク
卜

〔
齢
白
録
〕
ズ

l
ン
ガ
ル
(
準
帯
雨
)
の
戦
闘
形
態

内
藤
虎
次
郎
博
士
の
紹
介
さ
れ
た
梁
品
川
の
秦
透
紀
略
の
暖
爾
旦
停
(
讃

史

叢

録

二

二
五
頁
)
に
、
西
モ
ン
ゴ
ル
族
中
の
雄
、

ズ
l
ン
ガ
ル
王
暖

爾
旦
〈
H
H
鴎
爾
丹
)
の
白
E
S
(
H
ミ
∞
l
H
S
叶
)
の
軍
の
戟
闘
形
態
に
つ

い
て
述
べ
た
次
の
如
き
一
節
、
か
あ
る
。

叉
使
回
回
数
火
録
。
教
職
先
鳥
砲
。
次
射
。
次
撃
刺
。
令
甲
土
持
鳥
砲

短
鎗
。
腰
弓
矢
。
傾
刀
。
黍
駐
駄
大
蔽
。

と
こ
ろ
で
ロ

シ
ア
史
料
に
よ
る
と
、
鴎
爾
丹
の
祖
父
の
ズ
l
ン
ガ
ル
王

恰
劇
忽
附
O
R
岱
官
一
白
(
l
g
忠
/
ω
印
)
の
時
代
に
あ
た
る
一
六
一
六

年
に
ズ
l
ン
ガ
ル
に
使
い
し
た
ロ
シ
ア
使
節
ト
ミ
ロ
・
ベ
ト
ロ
フ
↓
o玄
E-

h
o

コ2
吉
田

の
報
告
中
に
、
骨
田
時
の
西
モ
ン
ゴ
ル
族
、
即
ち
カ
ル
ム

ヴ

ク
の
戦
闘
形
態
を
侍
え
た
僚
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
(
玄
雪

3
5
b
z

口
。
X
2
0
E
E
3
、
円
円
R
0
・
ヨ
o
z
『
o
h
『
円
R
E
H
O
E
O巨
2
E
由
民
ミ

1
5

8
・
玄
。
円
E
p
s
g
w
h
O
R
・
Z
P
H
g
、

カ
ル
ム

ッ
ク
人
の
戟
闘
に
お
け
る
突
撃
は
次
の
三
段
階
か
ら
な
る
。
卸
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ウ
ク
ト
ゥ
、
ま
た
そ
の
別
名
で
あ
る
オ
チ
ル

-
F
ラ

-
F
ト
ゥ
ク
ト
ゥ

と
比
定
し
て
い
る
が
(
↓
由
F

白
浜
巾
)
、
明
か
に
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

氏
の
誤
解
の
原
因
は
、
蒙
古
源
流
に

ツ
ァ

ガ
ン
・
ノ
ム
ン
ハ
ン
と
は
全

く
別
人
の
マ
イ
ダ
リ
・
ク
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
な
る
人
物
が
ノ
ム
ン
ハ
ン
の
栴

放
を
得
び
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
愛
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
(
U
F

田
口
叩

c

a円
出
自
仏
印
n
Y
2
P
L
a
y向。ロ
mo--印口
7

2

0巾∞口
Z
円
宮
田
唱

R
r

〈

O
ロ
ω
め
口
町
ロ
ω
同
町
同
ロ
mu
∞由円
一)。

〔
附
記
〕
本
稿
は
昭
和
四
十
年
度
日
本
西
競
穆
曾
大
曾
席
上
で
渡
表
し

た
も
の
に
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

ち
最
初
の
突
撃
は
弓
。
次
に
槍
。
第
=
一
に
サ
ー
ベ
ル
で
あ
る
。
か
れ
ら

一

は
三
度
の
突
撃
で
相
手
に
勝
て
な
い
と
き
の
み
、
退
却
す
る
。

一

と
あ
る
。
右
の
雨
記
事
よ
り
す
れ
ば
、
恰
痢
忽
酬
明
か
ら
鴎
爾
丹
に
至
る
間

一

に
、
ス
l
ン
ガ
ル
の
戟
闘
の
主
力
が
弓
か
ら
火
器
(
鳥
砲
)
へ
と
移
っ

て

一

C
U
M
Yで

あ
ろ
う
。

な
お
ま
た
ベ

ト
ロ
フ

の
報
告
に
よ
れ

一

カ
ル
ム

ッ
ク
人
は
戦
闘
に
弓
、
槍
、
及
び
サ
ー
ベ
ル
を
用
い
る
。
銭
砲

一

口
E
H
g
v
も
あ
る
が
、
火
薬
は
少
い
。
火
薬
は
ブ
ハ

l
ラ
人
を
劫
掠
す

一

る
と
き
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
ブ
ハ
1

ラ
人
か
ら
火
擦
を
手

一

に
入
れ
る

。

一

こ
こ

に
い
う
ブ
ハ

l
ラ
人
と
は
、
東
ト
ル
キ

ス
タ
ン
を
意
味
す
る
小
ブ

一

ハ
l
ラ
の
住
民
の
謂
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ト
ル
コ
系
イ
ス
ラ
ム

一

教
徒
(
回
回
)
で
あ
っ
た
。
恰
痢
忽
痢
も
生
涯
を
通
じ
て
そ
の
針
策
に
苦

一

し
ん
だ
東
ト
ル
キ

ス
タ
ン
の
オ
ア
シ
ス
諸
国
家
の
軍
事
的
優
勢
に
謝
し
て

一

の
カ
ル
ム

ツ
ク
一
般
の
劣
勢
の
原
因
の

一
つ
は
、
そ
の
火
力
の
貧
弱
に
あ

一

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

(
若
松
寛
〉

一
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